
Ⅰ 都市計画マスタープラン・立地適正化計画の位置付けと用途地域の関係 
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○ 計画の性質上、都市ＭＰの位置付けは、用途地域と概ね整合している（整合させている）。 

○ このため、「都市計画の考え」を踏まえ、「 際実 の土地利用」と乖離がみられる用途地域を見直す。 

○ この際、現状だけでなく、将来も見据えて、都市計画を 討検 する。 

 

用途 

都市計画マスタープラン 立地適正化計画の区域※ 

用途地域 
点拠  

ゾーン 

（土地利用方針） 

都市機能 

誘導区域 

（まちなか） 

各種都市機能を都市
点拠 や生活 点拠 に誘

導し、利便性向上等
を図る 域区 のうち、
まちなかとして位置
付けがある 域区  

都市機能 

誘導区域 

（地域生活拠点） 

各種都市機能を都市
点拠 や生活 点拠 に誘

導し、利便性向上等
を図る 域区 のうち、
地域生活 点拠 として
位置付けがある 域区  

居住誘導区域 
 

 

人口減少下において
も、一定の人口密度
を維持し、利便性の
高い公共交通と生活
利便施設の立地を維
持する 域区  

住宅店舗等 

共存区域 

 

住宅と一定規模の店
舗が共存する比較的
利便性が高い生活環
境を形成する 域区  

ゆとりある 

低層住宅区域 

 

閑静でゆとりある低
層住宅の 用地専 に特
化した 域区  

工業振興区域 
 

 

産業基盤を維持する
とともに、企業等の
良好な操業環 境を形
成する 域区  

住居 

 
住宅専用地 
・良好な住環境を維持しながら、多様な居住ニーズに対応できる住宅地の形成
を図る地域。 

  ○  ○  
第一種低層住居 用地域専  

第二種低層住居 用地域専  

地域生活拠点 見広 、富士見台、及び、富士川 周駅 辺  △１ ○ ○   

第一種中高層住居 用地域専  

第二種中高層住居 用地域専  

準工業地域（第二東名 IC 周 地 計辺 区 画の一部） 

まちなか   富士駅から吉原本町、及び、新富士駅 
地域生活拠点 岳南富士岡 周駅 辺 

一般住宅地 
・ 住宅以外の施設との共存に配慮しながら、適切な規制を通じて、良好な住
環境の維持を図る住宅地。 

△２ ○ ○ ○   
第一種住居地域 

第二種住居地域 

 住工共生型住宅地 
・住環境と工場等の操業環境の共生を図る地域。 

  ○ ○   
第一種住居地域（住工混在地） 

第二種住居地域（住工混在地） 

商業 

まちなか   新富士駅： 域都市交流 点広 拠  
富士駅から吉原本町までの都市生活交流 点拠  

中心商業・業務地 
・市の商業の中心地として、人の交流による賑わいのある商業・業務地の創出
や、土地の高度利用、定住人口の 加増 を図る地域。 

○  ○    
商業地域 

近隣商業地域 

地域生活拠点 入山瀬、 見広 、及び、富士見台 
地域生活商業地 
・ 地域住民の生活利便性の確保等を目的として、商業・サービス施設の立地
誘導を推進する地域。 

 ○     近隣商業地域 

地域生活拠点 富士川 周駅 辺 
沿道サービス地 
・道路交通利便を活かした商業・業務施設等が立地し、住環境等と調和した沿
道環境の形成を図る地域。 

○ ○ ○ ○   準住居地域 

工業 

産業拠点   田子の浦港 

地域生活拠点 吉原 周駅 辺 
臨海工業地 
・重要港湾である田子の浦港周辺で物流機能の高度化や、親水空間の形成を図
る地域。 

 △３ △３   ○ 工業地域  

産業拠点   田子の浦港 

工業専用地 
・田子の浦港の後背工業地などの一団の工業地において、工業の集積度が高い
工業 用地専 として、機能の維持・向上を図る地域。 
・周 工場辺 の操業環境の確保を目的として、工場跡地は、引き続き工業地とし
ての利用を図る。 

     ○ 工業 用地域専  

産業拠点   田子の浦港、及び、新富士 IC 周辺 

一般工業地 
・大規模集客施設の規制など、土地利用の混在を防止すること等によって、工
業地としての機能維持・向上を図る地域。 
・生産機能の更新・ 換転 が図られる際は、まちなか周 等辺 では、更新や適切な
機能への 換転 を、郊外では集約等を図る。 

△３  △３   ○ 工業地域 

 
住工共生型工業地 
・住環境と操業環境の調和を図る地域。 
・機能の更新が図られる際は工業 用地専 ・工業地への移転を誘導する。 

  △４ △４  ○ 準工業地域（流通業務地を除くすべて） 

産業拠点   新富士 IC 周辺 流通業務地 
・新富士 IC に隣接する交通利便を活かした流通業務地。      ○ 準工業地域（第二東名 IC 周 地 計辺 区 画の一部） 

 

※立地適正化計画の表中△は、下記の 件条 に当てはまる場合に限って、位置付けがある。 

△１：地域生活商業地に隣接する 域区 。 △２： 点施設拠 からの徒歩圏と、富士～吉原中央間のバス路線沿線の 域区 。 △３：新富士 北及駅 び吉原 南駅 の工業地域。（ 点施設拠 に隣接し、かつ工場が立地していない 域区 に限る） △４：準工業地域のうち住宅と都市機能の連 性続 が見られる、まちなかの東側の 域区 。



Ⅱ 都市間比較による富士市の都市構造・都市運営に係る特徴 
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１．都市運営 

（１）税収（何で稼いでいるか） 

① 一般会計歳入 内訳 

○ 富士市の一般 計 入会 歳 は、地方税が５割弱を占める。 

○ 地方税が減少した場合、交付金頼りの不安定な財政基盤になることが懸念される。 

⇒ 安定した都市運営のためには、今後も地方税を確保することが重要 

 

■ 市町別の一般会計歳入内訳 （出典：総務省 決算カード 2022） 

 

 

② 地方税 内訳 

○ 富士市の地方税は、個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税が、９割以上を占める。 

⇒ 個人や法人からの税収につながる、産業を維持・誘致していくことが重要 

⇒ 固定資産税・都市計画税の確保のため、「適切な土地利用」と「土地の 値価 の維持」が重要 

 

■ 市町別の地方税内訳 （出典：総務省 決算カード 2022） 
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③ 産業構造 

 

○ 富士市の産業は、製造業が基盤となっており、就業者の約３割、生産額の約４割を占める。 

⇒ 税収や土地利用の 点観 から、産業のなかでも、製造業の維持が極めて重要 

＊ 製造業の就業者数のＴＯＰ５は、浜松市、 岡市静 、富士市、磐田市、富士宮市の順 

＊ 製造業の生産額のＴＯＰ５は、 岡市静 、浜松市、磐田市、湖西市、富士市の順 

 

■ 市町別の産業別就業者の割合           ■ 市町別の産業別生産額の割合  

（出典：国勢調査 2020）                  （出典：しずおかけんの地域経済計算 2019） 

 

 

 

【参考】 地方都市のまちづくり ―地域経済の活性化とまちなかの再生― （出典：国交省資料 2023） 
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・富士市では、国のポンチ 以上絵 に、中心市街地と産業地

の 係関 が密接。 

・地域人口は、基盤産業の 業者従 数に比例という 究研 も。 

⇒ 土地利用適正化の視点として、産業が重要 
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（２）歳出（何に使っているか） 

 

○ 富士市の一般 計会 歳出は、民生費（ 童福祉児 、社 福祉会 、老人福祉費等）が４割弱を占める。 

○ 今後、人口の少子高 化齢 により、 入歳 が減る一方、 出歳 は、民生費や土木費（各種インフラの維

持管理等）の 加増 が見込まれる。 

⇒ 今後の都市運営を考える際、富士市の将来都市構造に見合った 略的戦 な土地利用が必要 

 

■ 市町別の一般会計歳出内訳 （出典：総務省 決算カード 2022） 

 

【参考】 都市の規模と歳入・歳出との相関関係 （出典：総務省 決算カード 2022） 

① 人口・市民税（歳入）・民生費（歳出）との相関 

・ 「人口と市民税」、及び「人口と民生費」は、相 係関関 にある。 

・ 市民税は、民生費の概ね４割弱程度。（市町により差はあるものの） 

・ 人口減少が進むと、市民税が減るが、必要な民生費も減る（税の点だけみれば、人口減少がマイナスともいいきれない）。 

⇒ 都市構造・都市運 上営 の問題は、人口 加時代増 につくられた 散拡 した市街地を、少ない人口で維持しなければいけないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 就業人口・法人市民税（歳入）・労働・商工費（歳出）との相関 

・ 「就業人口と法人市民税」、及び「就業人口と労働・商工費」は、概ね相 係関関 にある（①と比べ、相関は弱い。） 

・ 法人市民税は、労働・商工費の概ね４割 程度強 。（市町により差はあるものの） 

・ 人口より税との 連性関 は低いものの、就業人口が増えれば（≒企業の数や投資が増えれば）、税収が増える。 

⇒ 人口 加増 が望めないなか、 散拡 した市街地（住宅地）を、別の役割（工業地等）に役割 換転 することで維持できないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 面積（市全域 or 市街化区域）と固定資産税との相関 

・ 「市全域面積と固定資産税」より、「市街化 域区 等面積と固定資産税」のほうが、相 係関関 が高い。 

⇒ 値価 の高い土地が多いほど、固定資産税は高くなる。使われる、 値価 の高い土地を増やすことが大切。 
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２．都市構造及び都市計画 

 

○ 富士市の用途地域は、住居系６割、商業系１割弱、工業系３割となっている。「工業＋工専」が、用

途地域全体の３割程度を占めており、土地利用の大きな特徴である。 

○ 値数 だけみると、磐田・裾野・湖西など「工業＋工専」の割合が同程度以上の市町はあるが、富士市

の特性として、産業地が街の中心地にあり、中心の業務・商業（＋居住）にも大きな影響をもたらし

ていることがある。 

⇒ 都市構造の 点観 からも、工業系土地利用の維持・ 展発 が重要 

 

■ 市町別の用途地域指定状況 （出典：静岡県の都市計画 2023.3） 

 

 

■ 富士市の都市計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 富士市の将来都市構造図 （出典：富士市都市計画マスタープラン） 

  

・多くの市町の都市構造は、中心に業務・商業、そのまわ

りに住居、 部縁辺 に工業となっている。 

・これに対し、富士市は、中心に工業、その周りに業務・
商業、 部縁辺 に住居が配置されている。 

・周 市町辺 に比べ、中心市街地及びその周 住宅地辺 と産

業地の 係関 が密接で、工業系用途地域の維持・ 展発
が、都市構造・都市運営にとって重要と考えられる。 
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